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はじめに 

 

 

新庁舎問題は、長年にわたって区政の大きな課題でありました。 

昭和 36 年に建設された本庁舎の老朽化は著しく、また、窓口は 6か所に分散

し、早期の取り組みを必要とするなか、昨年 9 月に南池袋二丁目地区の市街地

再開発事業で新庁舎を整備するとした「新庁舎整備方針」がまとまり、新庁舎

の実現に向けて大きく踏み出しました。 

本年 4 月には、区民の目線から新庁舎について検討した「庁舎サービス等検

討区民ワークショップ」から、新庁舎に向けた区民サービスのあり方などにつ

いて、多くのご提案をいただくとともに、現状の窓口サービスの利用状況や事

務スペース調査を実施し、新庁舎の必要面積を検証し、庁舎室内プランを検討

してまいりました。 

このたび、これらのご提案や検討結果をもとに、「新庁舎整備基本計画」を策

定しました。この基本計画は、区庁舎としての建物の機能や、窓口、災害対策

センター、区議会、事務室など庁舎を構成する主要なスペースの整備にあたっ

ての考え方を整理し、建物の設計を行う上で、必要な事項を中心にまとめたも

のです。 

この基本計画の内容は、今後の基本設計、実施設計で具体化し、新庁舎の「器」

の部分に反映していきます。「器」の「中味」にあたる業務システムやサービス

方法などの改善計画については、別途お示ししたいと考えています。 

また、新庁舎整備は、区の様々な事業改善の好機ととらえております。とり

わけ、区民サービスについては、本庁舎と地域の区施設との役割分担等を再度

見直す機会でもあると考えております。技術革新が著しいＩＴ技術等を利用し、

庁舎の内外を問わず、区民の皆様にとって便利な手続き等の方法を別途検討し

ていきます。 

新庁舎の完成にあわせて、様々な分野で自治体としてのレベルアップを図れ

るよう、取り組んでいくとともに、早急に取り組めるものについては、新庁舎

の完成を待つまでもなく実施していきます。 

新庁舎の完成までには、様々な検討事項が山積しています。今後もそれぞれ

の検討段階の節目節目で、区民の皆様に検討結果をお示しし、ご意見等をいた

だきながら進めてまいります。引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げま

す。 
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第１章 新庁舎整備の基本方針 
 
 

第１章 新庁舎整備の基本方針   

               

１．区民自治の拠点機能の確立 

 

庁舎は、区の象徴であり、自治の中心拠点である。総合的かつ効率的な行政

運営が可能となる庁舎機能、区民参加と区民協働の場など、区民活動の拠点機

能、区民に開かれた議会機能を高める。 
 

（１）効率的な行政運営が可能な新庁舎 

新庁舎は、来庁者の利便を最重点に整備するとともに、将来の組織の変化

にも柔軟に対応できる効率的なつくりとする。 

 

（２）区民交流の場としての新庁舎 

新庁舎は、開放的で交流を育むつくりとし、低層階には、様々な人の交流

が図れ、情報が活発に行き交う場をつくる。 

 

（３）区民に開かれた議会機能を備えた新庁舎 

新庁舎は、議会活動が十分発揮できる機能を充実させるとともに、区民に

とって身近な議会となるよう、議会施設の充実を図る。 

 

２．防災拠点機能の強化 

 

災害時には、防災の中枢部門（防災本部階）だけではなく、庁舎全体が防災

拠点となることを前提としなければならない。災害時に損壊しないよう、庁舎

の耐震性能の強化など、安全確保はもとより、諸機能が維持できる設備面での

十分な対策が必要である。発災と同時に活動を開始できる本部室機能や災害情

報システムを整備し、防災拠点機能の強化を図る。 
 

（１）災害に強い新庁舎 

新庁舎の耐震性能を十分確保するため、免震工法や制震工法の検討を行う

とともに、ライフラインが途絶えた場合の電気設備等のバックアップ機能を

整備する。 

 

（２）災害と同時に機動力を発揮できる新庁舎 

平常時と非常時とで効率的に空間を有効活用し、発災時には即時に災害対

策の中枢として機能が果たせるよう整備する。 
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第１章 新庁舎整備の基本方針 
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３．区民サービスの向上 

 

迅速で正確なサービスの提供に向け、分散している本庁機能を集約するとと

もに、ＩＴを活用し、窓口の総合化や相談機能の充実を図る。 
また、ユニバーサルデザインに配慮して、区民の利便性・安全性の高い庁舎

をめざす。 
 

（１）窓口機能が充実した新庁舎 

ワンフロアを広く確保し、区民利用が多い申請や相談業務の窓口を集約す

るとともに、ＩＴを積極的に活用し、区民ができるだけ庁舎内を歩かずに効

率的に用件を済ますことができる便利な窓口を実現する。 

 

（２）だれもが利用しやすい新庁舎 

高齢者や障害者、子育て中の方など、来庁する区民のだれもが、安心して

目的の場所へ迷うことなく行けるよう、ユニバーサルデザインに配慮した庁

舎を実現する。 

 

４．環境保全・自然エネルギーの利用 

 

新庁舎では、建物の耐久性を向上させ、建物本体と設備等を分離するなど、

将来のリニューアルが容易な構造にして１００年建築を実現する。 
また、地球環境に配慮した区の先導的・シンボル的な施設とするため、新し

い緑化技術や自然エネルギーを最大限利用するとともに、省エネルギー・省資

源型の庁舎をめざす。 
 
（１）永く使い続けることができる新庁舎 

耐久性に優れた建物構造を採用するとともに維持管理や更新が容易となる

システムや設備機器の導入に努め、永く使い続けることができる庁舎を実現

する。 

 

（２）環境対策の先導となる新庁舎 

太陽光・太陽熱の利用、地域冷暖房の導入、自然換気の活用や雨水利用に

よる水循環システムの導入など環境対策を積極的に進める。 
また、新庁舎のステップ状の屋上部分を緑化し、区民に開放して親しまれ

る空間づくりを行うなど、新庁舎を環境庁舎として、広く発信し、環境対策

の面で最高水準をめざす。 



第２章 基本的条件 
 

第２章 基本的条件 

１．位  置                           

 

 計画地は、池袋駅東口の東南約 570ｍの場所に位置し、東京メトロ有楽町線「東

池袋駅」、同副都心線「雑司が谷駅」、都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」・「東池袋

四丁目駅」などの駅が利用でき、交通利便性の高い地区である。 

計画地の北東は、サンシャインシティや東池袋四丁目市街地再開発事業地区

につながり、商業・業務機能の集積が著しい副都心エリアが広がっている。ま

た、計画地の東側に接して、幅員 30ｍの都市計画道路環状５－１号線の開通が

予定されており、新たな副都心の拠点として将来性が高い地域である。 

 

■ 周辺図 

 

 

けい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画地 
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第２章 基本的条件 
 

２．市街地再開発事業による整備 

 

新庁舎は、区の所有する旧日出小学校跡地などを区域内に含む南池袋二丁目

Ａ地区市街地再開発事業で整備する計画である。南池袋二丁目 45 番街区と 46

番街区を一体化し、都市再開発法に基づく組合施行による市街地再開発事業を

施行区域内の地権者とともに行い、その建物の一部を新庁舎として取得する。

旧日出小学校等の土地・建物の資産で新たな床の一部に権利変換するが、不足

する面積分の床は購入して確保する。 

 計画地は、計画的に再開発を進めるため、再開発等促進区を定める地区計画

と第一種市街地再開発事業等が都市計画決定されている。 

 

（１）敷地概要 

  計画地の概要は下表のとおりである。 
  

■ 計画地の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　　目 摘　　　要

所 在 地 　豊島区南池袋二丁目４５・４６番地

敷地面積 　約８，３３０㎡

用途地域 　第一種住居地域

容 積 率 　３００％

建ぺい率 　６０％

高度地区 　指定なし

防火指定 　防火地域

（ 一部 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 5 - 

計画地
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（２）都市計画南池袋二丁目Ａ地区地区計画の概要【抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種　別 名　称 幅　員 延　長 備　　考

区画道路１号 ８ｍ 約１７５ｍ
拡　　幅
一部既設

区画道路２号 ８ｍ 約９０ｍ 拡　　幅

その他の
公共空地

地下通路 ４ｍ 約８０ｍ 新　　設

名　称 幅員 延長 備　　考

広　場 地区広場 新　設

歩道状空地１ ４ｍ 約１４０ｍ 新　設

歩道状空地２ ４ｍ 約４５ｍ 新　設

歩道状空地３ ４ｍ 約６５ｍ 新　設

歩行者通路 ４ｍ 約６５ｍ 新　設

建築物等の用途
の制限

容積率の最高限度

容積率の最低限度

高さの最高限度

敷地面積の最低限度

建築面積の最低限度

壁面の位置の制限

道　路

定 め ら れ た 事 項主要な項目

建
物
等
に
関
す
る
事
項

促

主要な公共施設
の配置および規模

　

面積 約９００㎡

　３００％

地区施設の配置
および規模

その他の
公共空地

　１９０ｍ

　１，０００㎡

　環状５の１号線から６ｍ、区画道路から４ｍ　等

・下記以外のものは建築できない
  　区役所本庁舎、議会関係施設、集会場・展示場、防災センター、
　　事務所、住宅・共同住宅、診療所、店舗・飲食店、
　　自動車車庫・自転車駐車場、その他公益上必要なもの　等

　８００％

　５，０００㎡

再
開
発
等

進
区

種　別

地
　
区
　
整
　
備

計
　
画

地下通路

環状５の１号線（幅員30ｍ）

地区広場

歩道状空地２

歩道状空地３

区画道路２号

区画道路１号

歩行者通路

歩道状空地１

種 類 

種 類 
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（３）都市計画南池袋二丁目Ａ地区第一種市街地再開発事業の概要【抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種　別 名　称 備　　考

特別区道 42-250 拡幅整備

特別区道 42-260 拡幅整備

特別区道 42-270 拡幅整備

特別区道 42-310 拡幅整備

その他の
公共空地

地下通路 地下通路 新　　設

街区番号 建築面積
延べ面積[容積対

象面積]
建築物の高さ

の限度

１ 約5,400㎡
約93,700㎡
[約66,600㎡]

ＧＬ＋190ｍ

街区番号 建築敷地面積

１ 約8,330㎡

戸　数 面　積

410戸 約55,000㎡

備　　考

備　　　　　　　考 再開発等促進区を定める地区計画区域内にあり。

道路境界から壁面を後退させ、幅員４ｍの歩道状空地を整
備する。また、敷地内に約900 ㎡の地区広場を整備する。

公共施設の配置
および規模

建築物の整備

建築敷地の整備

 幅員4ｍ　延長約10ｍ

主　要　用　途

整備計画

主要な項目

道　　路
区画道路

住宅建設の目標

定 め ら れ た 事 項

住宅、庁舎、店舗、事務
所、駐車場

規　　模

 幅員8ｍ　延長約20ｍ

 幅員8ｍ　延長約55ｍ

 幅員8ｍ　延長約105ｍ

 幅員8ｍ　延長約90ｍ

約

 

（４）都市計画で想定する建築物のイメージ 
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※ 建物は、敷地規模の大きさを 

生かして、低層部に広いフロア面

積の庁舎を、高層部に住宅を配し

た複合建物を予定している。 

庁 舎 

店舗・事務所等 

住 宅 
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３．庁舎の規模 

 

（１）規模設定の基本条件 

① 計画人口 

「豊島区未来戦略推進プラン２００９」における人口見通し（平成 21 年 1

月 1 日住民基本台帳および外国人登録者数をもとに推計）の平成 27 年（2015

年）時点の推計人口約 27 万人を計画人口とする。 

 

② 職員数 

現在の本庁組織の職員数 1,315 人（平成 21 年（2009 年）4月 1日現在（非

常勤職員等を含む。））から想定し、新庁舎で業務を行う職員数は約 1,300 人

とする。 

 

③ 区議会議員数 

豊島区議会議員定数条例に定める 36 人を議員数とする。 

 

基　本　条　件 想　定　数

　計画人口 　　　　　　約２７万人

　職員数（新庁舎に配置する組織） 　　　　約１，３００人

　区議会議員数 　　　　　　　　３６人

 

 

 

 

 

 

 

④ 庁舎の規模 

「新庁舎整備の検討のまとめ －整備方針－」（平成 20 年 9 月に策定）に

示した新庁舎の必要床面積 28,500 ㎡（駐車場を除く）と想定する。 
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第２章 基本的条件 
 

（２）庁舎の全体規模 

 

① 新庁舎の主な用途と面積                  単位：㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 庁 舎
想定面積

備　　　考

2,190 議会の運営に係わる部分で、区議会事務局を含む

議場関係 470 議場、傍聴席、議場ロビー

委員会関係 685 全員協議会室、委員会室（3室）、準備室

議長関係 250 議長室、副議長室、応接室

議員活動関係 565 議員控室、応接室、図書室、更衣室

区議会事務局 220 事務局長室、事務室、印刷、広報ｺｰﾅｰ

14,470 各課の事務の執行に係わる部分で、総合窓口を含む。

執務室関係
（総合窓口）

11,695 職員の執務室・総合窓口スペース

区長室等 465 区長執務室、応接室、副区長室、教育長室

会 議 室 1,450 全庁共用の会議室（一部災害時は、災害対策本部室に兼用）

倉    庫 650 全庁的倉庫

職員関係室 210 健康管理室等

区民ロビー 550 総合窓口の待合ｽﾍﾟｰｽ

災害対策センター
（仮称）

325 防災関係事務室、災害警戒待機室、指令情報室

情報センター 200 各種情報の収集、保存、提供を担う部分

多目的スペース 300 各種ｲﾍﾞﾝﾄや災害時に活用できる部分

585 休日受付、宿直室、運転手控室、ｺﾞﾐ処理関係室等

18,620

9,880 機械･電気室、ﾄｲﾚ、階段、廊下等で、議会関係の共用部分も含む。

28,500面積合計

管理関係

　

　

　

共用部分

区    分

多目的スペース等
施設関係

行政関係

1,375

議会施設

災害対策ｾﾝﾀｰ、区民ﾛﾋﾞｰ等庁舎の複合的な機能を担う部分

小　　　計

専
　

　

用
　

　
　
部

議員協議会室 

※ 面積は現段階での想定であり、今後検討していく基本設計や実施設計段階でさらに精査して

いく。 
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第２章 基本的条件 
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② 駐車場・駐輪場 

庁舎の駐車場は、「東京都駐車場条例」に基づく付置義務台数 77 台を確保

し、駐輪場は 350 台確保する。 

 

■ 駐車場・駐輪場計画台数 

 

 

 

 

 

 

計画規模

　駐車場 　　　　７７台

　駐輪場 　　　３５０台

駐車場・駐輪場
の規模

項目

  ○ 駐車場 

現在、本庁舎の来庁者用駐車場は、11 台（身障者用 3 台含む）で、公用

車等は 36 台（清掃作業車など出先機関に属する車両を除く）である。今後、

利用状況や車両活用の効率化などを考慮して、来庁者用、公用車用の適切

な駐車スペースの割り振りを検討する。 
  

○ 来庁者用駐輪場 

来庁者用駐輪場は、本庁舎周辺に 6 か所で約 120 台の規模である。新庁

舎では、繁忙期での利用増も考慮して現状より多い 200 台確保する。 

なお、原動機付自転車等のバイクについても考慮する。 
 

○ 庁有自転車および職員用駐輪場 

庁有自転車と職員・議員用の駐輪場は、現状と同規模の 150 台確保する。 

 



第３章 施設整備計画 
 

 

第３章 施設整備計画   

１．動線計画 

 

  建物が複合施設となり、庁舎以外の住宅や店舗等への来訪者も混在するた

め、来庁する区民にとって、わかりやすい動線計画とする。 

 

（１）外部からのアプローチ 

・徒歩、自転車、バス、地下鉄、自動車、など様々な交通手段で来庁する

区民にとって、敷地の東西南北どの方角からのアプローチであっても、

利用しやすい動線計画とする。また、わかりやすく簡単に庁舎へ行くこ

とができるよう、庁舎の出入口は住宅や商業施設などとできるだけ分離

する。 

・東京メトロ有楽町線東池袋駅から環状５の１号線を地下で横断する通路

を整備し、地上レベルへの出入口のほか、地下から直接建物内部へ入れ

る動線を確保する。 

・敷地周囲の 8ｍ道路が混雑しないように、駐車場の出口と入口は離れた場

所に設ける。 

 

（２）建物内部の動線計画 

・庁舎内の移動をしやすくするために、エレベーターは十分な台数を確保

し、わかりやすく配置する。また、区民利用の多い 4 階までは、エスカ

レーターを設置するなど、来庁者の移動のしやすさを実現する。 

 

２．建物に求められる機能 

 
（１）安全・安心の確保 

① 高い耐震性等の確保 

震災等の災害時に、庁舎が区の防災拠点として機能継続できるよう、高い

耐震性を確保する。 

・地震による著しい機能低下を招くことがないよう「官庁施設の総合安全

耐震計画基準」に基づき、庁舎の耐震安全性能を確保する。 

・免震工法や制震工法の採用を検討する。 

・大地震時の電力復旧に要するとされる３日間の庁舎機能が維持できる非

常用電源装置を整備する。 

② ユニバーサルデザインの推進 

庁舎は、すべての利用者にとって安全で快適に利用できるよう配慮する。 
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